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平成21年１月22日（木曜日）

午前10時33分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成20年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

出席委員（９人）

委 員 長 権 藤 梅 義

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

福 祉 保 健 部 次 長 野 田 俊 雄（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長 宮 脇 和 寛（保健・医療担当）

こ ど も 政 策 局 長 山 田 敏 代

部参事兼福祉保健課長 畝 原 光 男

医 療 薬 務 課 長 高 屋 道 博

薬 務 対 策 監 串 間 奉 文

国 保 ・ 援 護 課 長 江 口 勝一郎

長 寿 介 護 課 長 大 重 裕 美

障 害 福 祉 課 長 村 岡 精 二

障害福祉課部副参事 杉 本 隆 史

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

こ ど も 政 策 課 長 佐 藤 健 司

こ ど も 家 庭 課 長 舟 田 美揮子

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

ただいまから厚生常任委員会を○権藤委員長

開会いたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしております日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○権藤委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時33分休憩

午前10時36分再開

委員会を再開いたします。○権藤委員長

本委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。なお、委員の質疑は、執行部の説明が

すべて終了した後にお願いいたします。

当委員会に御審議をお願○宮本福祉保健部長

いしております議案の御説明に入ります前に、

幹部職員の不在について御報告をいたします。

今ほど委員長のほうからお話のありましたと

おり、衛生管理課の川畑芳廣課長が、今月の13

日に交通事故で亡くなりました。温厚な人柄

で、仕事に情熱を持って取り組む職員で、私も

心から信頼し、また、同僚や部下からも大変慕

われておりました。亡くなる前日、１月12日

が60歳の誕生日でありまして、ことしで定年を

迎えるというところであったわけですが、定年
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後も獣医師のリーダーとして県政のために大い

に寄与していただけるものと思っておったとこ

ろであります。彼のようなすばらしい人材を亡

くしまして、本当に残念に思っております。た

だいま黙禱していただきましたけれども、本当

にありがとうございました。

なお、衛生管理課長は、当分の間、宮脇和寛

保健・医療担当次長の事務取扱となりますの

で、同課の所管事項につきましては宮脇次長の

ほうで対応させていただきます。

また、健康増進課の古家隆副参事につきまし

ては、引き続き、病気療養中のため当委員会を

欠席させていただきたいと存じます。

以上、御了解いただきますようお願い申し上

げます。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案第１号「平成20年度宮崎県一般会計

補正予算（第３号）」につきまして御説明を申

し上げます。

先ほどの本会議での知事の提案理由説明にも

ございましたように、100年に１度と言われる世

界的な景気低迷の中で、我が国の経済・雇用情

勢は深刻な状況にありまして、現在、国におい

ては、経済対策や雇用対策等の議論がされてお

ります。本県においても雇用調整の動きが出る

など大変厳しい状況にあることから、県としま

しては先月22日に、知事をトップとする「経済

・雇用緊急対策本部」を設置し、同26日に、本

県経済の回復と県民生活の安定を図る対策を

「経済・雇用緊急対策」として取りまとめ、現

在、これにのっとって県民の不安解消に向けた

さまざまな取り組みを実施、検討しているとこ

ろであります。

こうした流れの中で、国の第２次補正予算を

受けて対応すべきものについては、今後の国の

動向を踏まえ適切に対応したいと考えておりま

すが、今回の補正予算は、国の第２次補正予算

の成立を待たずに、県として緊急に対応すべき

対策のうち、予算補正が必要なものについてお

願いをするものであります。

では、20年度１月補正歳出予算説明資料、21

ページをお開きいただきたいと思います。福祉

保健部では新たに、２つの事業の実施に必要な

経費として、21ページの補正額欄の上から２行

目に当たりますが、一般会計で6,695万円の増額

補正をお願いしております。

事業の概要ですが、まず、介護人材の育成・

確保を図るとともに、雇いどめ等を受けた方な

どの介護職への就労を支援するため、社会福祉

法人が行う介護の体験実習の取り組みに対しま

して、補助に要する経費として895万円、また、

食の安全対策の強化のため、現在、衛生環境研

究所に配備している残留農薬等の高度分析機器

の増設または更新に要する経費として5,800万円

をお願いしているところであります。この結

果、福祉保健部の一般会計予算額は、補正後の

額の欄の上から２行目ですが、793億7,386

万7,000円となっております。

なお、事業の詳細につきましては、この後、

それぞれ担当課長より御説明させていただきま

すので、よろしく御審議いただきますようお願

いいたします。

私からは以上であります。

それでは、議案第１号○大重長寿介護課長

「平成20年度一般会計補正予算（第３号）」に

ついて、長寿介護課分を御説明いたします。

お手元の平成20年度１月補正歳出予算説明資

料をごらんください。23ページでございます。

長寿介護課分といたしましては895万円の増額補

正をお願いしております。この結果、補正後の
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予算額は127億8,635万2,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。25ページをお開きください。事項の欄で

老人福祉施設整備等事業費について895万円の増

額補正をお願いしておりますが、事業の概要に

つきましては委員会資料で御説明をいたしま

す。

お手元の委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。「介護技術速習支援事業」でございま

す。

まず、１の事業目的でございますが、景気低

迷に伴う離職者の方を中心に介護現場での集中

的な体験実習を行い、介護技術の習得を図るこ

とで、介護職としての就労を支援するとともに

介護人材の確保に資するものであります。

次に、２の事業概要でありますが、本事業

は、離職者等を対象として実習手当を支給の

上、介護現場で実習を行う社会福祉法人に対し

まして、実習に要した経費の一部を補助するも

のでございます。通常、実習者は無給でござい

ます。ただ、本事業が経済・雇用緊急対策関連

事業であることを考慮しまして、また、離職者

等の生活支援の観点から、今回、実習手当につ

きましても補助の対象とするものでございま

す。

次に、（１）の実習の概要について御説明い

たします。①の実習対象者につきましては、ア

の雇いどめ等により離職した者、イのその離職

者の家族、ウの介護業務未経験で現に就労して

いない者のいずれかに該当する県内居住者を対

象と考えております。応募多数の場合は、ア、

イ、ウの順番で優先することとしたいと考えて

おります。ただし、在学中の者及び、資料には

ございませんが、18歳未満と65歳以上の者は除

くこととしております。

次に、②の募集人数は40名で、うち実習手当

の支給対象者は30名としておりますが、この差

につきましては後ほど御説明いたします。

次に、③の実習期間は、アの２月16日から３

月29日までの６週間、あるいはイの３月２日か

ら３月29日までの４週間の２つとしておりまし

て、募集から実習開始まで日程的には非常に厳

しい６週間コースにつきましては、雇いどめ等

により現に収入のない方を対象にして、それ以

外の方々は４週間コースを充てようというふう

に考えております。

次に、④の実習対象者の募集期間につきまし

ては、今議会での補正予算成立後、速やかに募

集を開始しまして、２月中旬を応募締切日とし

たいと考えております。

次に、（２）の補助対象経費でありますが、

①の実習受講者に対する実習手当につきまして

は、補助対象者数は30名で、補助額は県の22条

職員の賃金単価と同額の日額5,650円としており

ます。なお、米印で「失業給付受給者は補助対

象外」として募集人員40名と、今の補助対象

者30名の差10名が失業給付受給者と想定してお

りますけれども、失業給付額が補助単価の5,650

円を下回っている場合など、失業給付受給者そ

れぞれに状況が異なっておりますので、失業給

付受給者は補助対象外というのはあくまでも原

則でございまして、それぞれの方の状況に応じ

た対応をしたいと考えております。また、予算

的にどうなるのかということでございますが、

補助対象者30名全員が６週間対応という形で積

算をしております。先ほど申し上げました、雇

いどめ等により収入のない方のみを６週間対応

と考えましたことから、仮に40名全員に何らか

の形で実習手当を支給しても対応できると考え

ております。
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また、②の実習に要する経費につきまして

は、現場で実習を指導する職員の人件費等相当

としまして、１人当たり５万円を上限に日

額3,000円を補助することとしております。

次に、３の事業費でございますが、総額で895

万円をお願いしております。内訳としまして

は、社会福祉法人に対する補助として、（１）

の実習受講者に対する実習手当が559万4,000

円、（２）の実習に要する経費が200万円、

（３）の広告費が135万6,000円となっておりま

す。以上でございます。

衛生管理課分の補正予○宮脇福祉保健部次長

算について説明いたします。

お手元の平成20年度１月補正歳出予算説明資

料の27ページをお開きください。衛生管理課と

いたしましては5,800万円の増額補正をお願いし

ております。この結果、補正後の予算額は15

億3,505万円となります。

29ページをお開きください。上から５段目に

なりますが、（事項）食品衛生監視費5,800万円

の増額補正であります。これは、説明の欄１の

残留農薬・抗生物質等検査でありますが、事業

の内容等につきましては常任委員会資料で説明

いたします。

常任委員会資料の３ページをお開きくださ

い。「残留農薬・残留抗生物質等の検査事業」

についてであります。

１の事業の内容でありますが、食の安全対策

の強化を目的として、衛生環境研究所に残留農

薬等の高度分析機器を配備し、検査能力の向上

を図るものであります。

２の補正の理由でありますが、昨年から中国

産冷凍ギョーザによる健康被害事例や、中国産

の牛乳及び乳製品を原材料とした食品のメラミ

ン混入事例、さらには事故米不正規流通事例等

が相次いで発生し、県民の食の安全性に対する

不安が高まっている状況にあります。これらの

ことに対応するためには、食品中の残留農薬等

の検査体制をさらに充実し、食の安全確保を図

ることが重要となっております。県では現在、

衛生環境研究所、食肉衛生検査所及び財団法人

宮崎県公衆衛生センターにおきまして食品の残

留農薬等の検査を実施しておりますが、今後、

さらに検査可能な農薬数と検体数を増加し、検

査体制の充実・強化を図る必要があります。こ

のため、今回の経済・雇用緊急対策の実施に伴

う補正を活用して、検査に必要な高度分析機器

の整備充実を図るものであります。

３の購入する備品の内容でありますが、表に

ありますとおり、１番目のＬＣ／ＭＳ／ＭＳ

は、１台を追加配備するものであります。２番

目のＧＣ／ＭＳは、２台あるうち老朽化した１

台を更新します。３番目のＨＰＬＣは、老朽化

したことにより更新するものであります。配備

先はいずれも衛生環境研究所で、購入費用は３

台合わせて5,800万円を予定しております。

４の事業効果でありますが、４点ございま

す。１番目といたしましては、検査検体数及び

検査項目数が増加することにより検査体制の強

化が図られることになります。

２番目といたしましては、使用頻度が高く、

フル稼働しているＬＣ／ＭＳ／ＭＳを１台追加

配備することで、現在の検査待ちの状態が解消

されます。また、ＧＣ／ＭＳを使用して200種類

を超える農薬を検査する残留農薬検査では、現

有機器には限界があり、１検体を２回に分けて

検査していますが、今回、より高性能のＧＣ／

ＭＳを導入することによりまして１回で検査で

きることになります。これらのことにより検査

時間が短縮され、検体数の増加への対応や、基
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準違反が確認された場合には流通禁止等の速や

かな措置をとることができます。

３番目といたしましては、下の表２にありま

すように、化学物質が原因と推測される食中毒

等の検査件数が、平成19年度から検体数、項目

数とも大幅に増加しております。これは、中国

産冷凍ギョーザ事例発生以降に、「食品を食べ

て舌がしびれた」あるいは「のどがひりひりす

る」等の健康被害を訴えられた事例によるもの

であります。これらの苦情により衛生環境研究

所に持ち込まれる突発的な検査については、現

在、通常の検査をとめて優先的に対応している

ため、通常検査に支障が生じておりますが、今

回の整備により解消が図られます。

４番目といたしましては、ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ

の追加により、簡易な前処理でメタミドホスや

メラミン等の有害化学物質の特定が可能とな

り、県民の健康被害等へ迅速に対応できるなど

の効果が期待できるものであります。

衛生管理課は以上であります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。

以上で執行部の説明が終了しま○権藤委員長

したが、議案の内容につきまして質疑をお受け

いたしたいと思います。

まず、介護技術速習支援事業につ○徳重委員

いてお尋ねします。募集はわかるんですが、社

会福祉法人事業所の申請はどうされるんです

か。全施設に流されるんですか。

県内に79特別養護老人ホ○大重長寿介護課長

ームがございますが、全施設に協力をお願いす

る文書を差し上げようと思っております。た

だ、30人施設など施設によっては受け入れが困

難なところもありますので、最寄りの施設に対

して希望を出していただきまして、そこと宮崎

市にございます福祉人材センターが、受け入れ

可能ですかという調整をやった上で、受け入れ

先を決定していこうというふうに考えておりま

す。

79施設ということですが、今恐ら○徳重委員

く、特老なり介護施設においては人材が足りな

いという状況にあるんじゃないかと予想されま

す。また、こうして支援までしていただくとい

うことになりますと、労働緩和というかいろん

な面で 指導の時間もあったりしてマイナス―

面も出てくるかもしれませんが、プラスになる

ことのほうが大きいと予想されます。そうなり

ますと、うちは２人くれ、３人お願いしたいん

だというところも出てくるような気がしてなら

ないんです。そうなりますと、40人という枠を

はめるということはいかがかなと、公平性を欠

くんじゃないかなというような気がしますが、

いかがでしょうか。

緊急対策ということで、○大重長寿介護課長

２月から３月にかけて日程的に非常に厳しい状

況の中で取り組もうということなんですが、実

を言いますと、各施設とも介護福祉士の養成施

設とか学校から経常的に実習生を受け入れてお

ります。ですから、今回お願いをしましても、

その期間学校等の予約が入っておりますという

ことも、現実にはあろうかと思います。そこら

辺の調整につきましては、実際にどのくらい応

募が来るのか応募者の状況、それと施設の今の

状態を見ながら考えてまいりたいと思います。

私はかなり応募があるんじゃない○徳重委員

かと思いますが、県は40名以下だという予想を

されているんですか。今、40名の募集人員です

よね。そんなに来ないという予想かどうか。

40名という数字を上げて○大重長寿介護課長

おりますけれども、事前に調査をした数字では

ございません。３つの条件をつけております。
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雇いどめによる離職者。それから、離職者に男

性が多いと仮定した場合に、その奥さんが、

「じゃ、私がちょっと経験してみましょうか」

というのが２番目の想定でございます。県の臨

時職員の募集を見ましても、意外に今のところ

は少ないということも聞いておりますので、１

番、２番の応募者が実態として非常に少なかっ

た場合に、せっかく今回事業を立ち上げますの

で、未経験の方を３番として上げております。

３の方については、通常は無給が原則でござい

ます。ただ、今回の事業にのっけて、１、２は

有給、３は無給というのも事業の構成上問題が

ございますので、応募者が多数のときには３の

ところで調整をさせていただくと、一応そうい

うことで考えております。

さっきちょっとお話の中であった○徳重委員

んですが、男女の差というんですか、男性でも

女性でも全く同一の扱いという基本的な考え方

ですか。

実習手当の額につきまし○大重長寿介護課長

ては全く同額ということでございまして、応募

があった段階でも、男性、女性を考えずに優先

順位に従って適用していくということで考えて

おります。

先ほどもちょっと申し上げました○徳重委員

が、私は施設からの要望のほうが多いと、こう

いう見方をするんですが、もしそうなった場

合、この予算の枠を一歩もはみ出せないという

考え方ですか。最後にお尋ねしておきます。

一応予算の枠の中で今回○大重長寿介護課長

の事業は進めていきたいというふうに考えてお

ります。

確認をさせていただきたいんです○丸山委員

が、今回の介護の支援事業については、社会福

祉法人に県が補助をやって、社会福祉法人が離

職者等に日額等を払うということでいいんです

ね。

御説明の中でも申し上げ○大重長寿介護課長

ましたとおり、本来は、実習は技術を習うわけ

ですから、お世話になりますということで、実

習者のほうから逆に謝礼を持っていくというの

が通常でございます。ただ今回は、先ほど申し

上げましたように、緊急対策ということもござ

いますので、個人個人に事業者として県が補助

金を出すというのは、実態としては正しい実態

なんですけれども、現実には、今困っている離

職者の方、その日その日の手当をもらいたいと

いう方も中にはおられるかもしれません。そう

した場合に、県のシステムでは一日一日手当を

支払うということは無理ですので、そこのとこ

ろを社会福祉法人のほうで一応払っていただい

て、その払われた実績に応じて県が法人に補助

をしていきましょうという事業の組み立てにし

ております。

雇用保険の受給者は対象外となっ○丸山委員

ていたり、かなり事務的なチェックとか、事務

手続も出てくるんじゃないかと思っているんで

すけれども、社会福祉法人としては、実習費用

として１人当たり日額3,000円で十分賄えるぐら

いの事務手数料と見ていいということでよろし

いですか。

資格者の認定につきまし○大重長寿介護課長

ては、県の出先機関のほうで申請書を受けまし

て、そこで審査をする。社会福祉法人のほうが

有資格かどうかという認定をするところまでは

考えておりません。ただ単に実習技術の研修を

受けていただくということで、実際、宮崎市に

ございます福祉人材センターが行う短期間（５

～６日）の実習の単価が3,000円というところか

ら引っ張り出した数字でございます。
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実習期間について６週間とか４週○丸山委員

間と書いてあるんですが、実質、土日は行かな

いことになるのか。月に換算した場合にはどれ

くらい支給できるのかお伺いします。

４週間コースで20日、６○大重長寿介護課長

週間コースで30日、１週間で５日、土日はお休

みという形で考えております。

それから、現場では夜勤等もございますけれ

ども、今回の研修はあくまでも基本的な技術を

マスターしていただくということを主眼にして

おりまして、夜勤体制までは考えておりませ

ん。日勤での基本的な技術のマスターというこ

とで考えております。

できれば、この事業が終わった後○丸山委員

に本格的に、人材不足と言われている介護の現

場のほうに従事していただきたいという思惑

も、社会福祉法人としてもあるだろうし、県と

してもそういうふうに移行してほしいというの

はあると思っているんですが、６週間なり４週

間終わった後のフォロー対策とかは考えてい

らっしゃるんでしょうか。

国のほうで緊急対策とい○大重長寿介護課長

うことで、昨年の12月から、未経験者を介護施

設等で雇った場合には、６カ月雇えば25万、さ

らに６カ月雇った場合、１年後に25万、１年間

で50万を事業主に支給するという制度ができて

おります。そこのところが利用できないかどう

か、今、私どもも調整をしておるところでござ

います。

今回のこの事業で、実質30日、実○丸山委員

質20日だけ実習するだけではなくて、人材確保

という観点で 社会福祉法人とも連携しない―

といけないと思っているんですが、本当の人材

育成になるような形にしていただかないと、た

だ、このときに予算をつけましただけで終わっ

てしまうと意味がないと思っていますので、そ

の辺は十二分に協議を続けていただきたいと思

います。

今の質問に関連してですけど、多○横田委員

分、実習を受け入れる施設は、人材が不足して

いるから受け入れるところがほとんどだと思う

んです。できることなら、実習が終わったらそ

のまま雇用していただけるようにお願いできれ

ばいいんじゃないかと思うんですが、そこらあ

たりはどんなふうになっているんでしょうか。

例えば４月からの雇用と○大重長寿介護課長

いうことになりますと、お願いをした法人そこ

そこの御事情もございますので、この事業をお

願いする際には、「４月からの継続雇用を前提

とするものではありません」という形で御協力

をお願いしています。ただ、６週間、４週間

やって、非常に頼もしい人材だということで、

そちらの法人で採用ということで決断していた

だければ、それはそれで非常にありがたいこと

だと考えております。

離職者の家族も対象ということで○横田委員

すが、もし離職者が再就職できた場合も、その

まま継続でずっとやっていけるということです

か。

時期的に年度末までの緊○大重長寿介護課長

急の取り組みでございますので、状況の変化に

はなかなか対応できないかと考えております。

ですから、そこで一たん認定して実習に入れ

ば、御家族が就職されても、途中でやめてくだ

さいというわけにはいかないのかなと考えてお

ります。

次に、衛生管理課ですけど、残留○横田委員

農薬とか抗生物質等の検査機器を充実していた

だけるというのは、本当にありがたいことなん

ですけど、今回の経済・雇用緊急対策という観
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点から考えたときに、この事業の関連性といい

ますか、どのように考えればよろしいんでしょ

うか。

本事業は、今回の経済○宮脇福祉保健部次長

・雇用緊急対策の中の「県民生活に直結する県

内経済の対策」の一つに位置づけられてござい

ます。直接的には、昨今の食の安心・安全をめ

ぐる状況を考慮しまして、食の安全対策を強化

するために、次年度以降に導入を予定しており

ました機器を前倒しで整備させていただこうと

いうものでございます。このことによりまし

て、本県は全国有数の食料供給県でございます

ので、農畜産物等の供給体制の強化につながる

というふうに考えております。そういう意味で

経済対策の一環であると考えているところでご

ざいます。

介護関係にまた戻りますけど、言○髙橋委員

葉の整理ですが、（１）の①実習対象者、「次

のいずれかに該当する県内在住者」だから、ア

とイは経験があってもいいという理解をしてい

いんでしょうか。実習対象者はア、イ、ウの３

通りありますよね。「次のいずれかに該当す

る」という言い方をされていますから、アとイ

は経験があってもいいということでしょうか。

介護業務未経験がウじゃないですか、アとイは

経験があってもいいという理解をしていいんで

しょうか。

例えば、雇いどめ等によ○大重長寿介護課長

り離職した者が既に介護経験がある場合も対象

にするのかということですが、生活支援という

立場でございますので、未経験にはこだわらな

いということで考えております。

同じく、イもそうだということで○髙橋委員

理解していいんですね。

はい、そういうことで○大重長寿介護課長

す。

それと実習期間のアとイ、６週○髙橋委員

間、４週間ございますが、６週間と４週間の実

習の中身の違いをもうちょっと教えてくださ

い。

基本的には、４週間あれ○大重長寿介護課長

ば介護技術の基礎的なところはマスターできる

のではないかということで、通常２週間から４

週間の実習カリキュラムをつくっております。

ただ、先ほど説明で少し触れましたように、と

にかく今の生活に困っているんだと、失業給付

の対象にもならないという方がおられる可能性

もあるということで、一番早く取り組めるのは

いつからかということを考えたときに、２月16

日からなら何とかいけるのじゃないか。それか

ら１カ月基本をやっていただきまして、あとの

２週間を応用的な研修をやっていただくという

分け方をしております。緊急の生活支援的な色

彩のない方については、各施設との調整の時間

も要しますので、すべて３月の４週間コースに

行っていただくということで考えております。

次に、補助対象経費のことで、②○髙橋委員

実習に要する経費は、補助額が定額で１人当た

り日額3,000円、１人当たり限度額５万円とあり

ます。これは１施設に集中することも考えられ

ますよね。それは制限していないのか。１施設

１人しか補助しないということなのか。その辺

は柔軟な対応なのか教えてください。

施設の規模にもよります○大重長寿介護課長

けれども、この期間内に１施設に３人というの

は少しきついのかなというふうに考えておりま

す。ある程度大きな施設であっても２人が限度

かなと。そういうことで、全施設にお願いをし

た上で、希望施設が重なっていけばほかの施設

に回っていただくと、２人ということで今のと
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ころは考えております。

先ほどから出ているんですが、最○髙橋委員

終的には目的は雇用の延長ですよね、実習をし

て雇用が継続されることだと思うんですが、新

卒者との兼ね合いも出てきますし 把握でき―

ていたらですけど、定年でやめられる人がいる

とか、欠員があったりとか、そういう施設とい

うのは結構あると思うんです。何人ぐらい救え

るだろうということは おわかりでないなら―

ないでいいんですけれども、実習をされて、そ

こで雇用が保たれる、そういうことになったら

この事業は一番いいわけで、100点が差し上げら

れると思うんですが、どんなでしょうか。

各施設がどのくらい人を○大重長寿介護課長

探しているかというところまでは、今のところ

当たっておりません。ただ、各施設の状況をお

聞きしますと、一般論としては、仮にこういう

ことがあったときには、「いい人であれば採用

も考えます」というお話を聞いているところは

ございます。

できれば、そこの施設でそのまま○髙橋委員

職員として採用ができるような、県としても最

大限の働きかけをぜひしていただくようにお願

いいたします。

引き続きなんですけれども、今○前屋敷委員

回の介護の緊急支援事業は、今お話もそれぞれ

なされていますが、これが引き続いて雇用に結

びつく可能性も非常にあると、期待できる事業

だなというふうに思っております。ですから、

ぜひ、県からも事業所への働きかけを積極的に

行っていただくこととあわせて、全県で40名で

すから、私としてはもっと枠を広げていただき

たいという思いも非常に強いんですけど、そう

いった意味では、事業所への協力要請とあわせ

て応募者の方への周知徹底、一番最後に、広告

費で新聞広告とかチラシのための経費も予定し

ていますが、新聞は県内に広く行くでしょう

し、チラシなどはハローワークも含めて置かれ

るんでしょうけれども、その辺の徹底はどんな

ふうに考えておられるか。ぜひ十分にしていた

だきたいと思います。

新聞広告、それからチラ○大重長寿介護課長

シにつきましては、ハローワーク、市町村、県

の出先機関に申込書も申請書も一緒に備えつけ

ていこうと思っております。

引き続きですけれども、予算の○前屋敷委員

枠もあってなかなか難しいんでしょうけど、募

集が多かったりした経過を見ながら、今回の補

正にはのらないかもわかりませんけど、引き続

いて次の事業計画の中にでも移行できるような

形なども、先のこととして考えながら対応して

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

実際、介護福祉士などの充足度、○緒嶋委員

宮崎県は現実は足りないのかどうなのか。そう

いう養成学校もあるわけですが、宮崎県の場

合、実態はどうなっておるわけですか。これを

やられることはいいことですけど、充足されて

おるのかどうか、そのあたりは調査はあるわけ

ですか。

県内の事業者で、介護員○大重長寿介護課長

を何人置かなくてはいけないという施設の基準

を満たしていないところはございません。最低

基準は当然満たしております。ただ現実には、

最低基準でやっていく上では非常に労働がきつ

いという部分もあります。ですから、そういう

形の軽減をしていく上で、臨時職員あるいはパ

ート職員といった方々の手助けを施設現場は必

要としているんですが、私が聞いておる限り、

宮崎県の場合は、正職員は募集をかければすぐ
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埋まってしまう。ただ、忙しい部分を埋めてい

く機動的な方々が、待遇の問題も当然ございま

して、募集をかけてもなかなか集まらないと。

県外ではより厳しい雇用情勢があると思うんで

すけれども、本県の場合には他県ほどの逼迫し

た状況ではないというふうに考えております。

今度、人件費の３％アップとかい○緒嶋委員

ろいろ言われておりますが、給与面でもう

ちょっとよくなればまた変わってくるのかなと

いうふうにも思いますし、設置者の経営、運営

の中での人件費の割合とかいろいろあるだろう

と思うんです。だけど、仕事がない人がこうい

う仕事につくということは、福祉の全体の向上

にもつながるわけだから、いいことだと思いま

すので、努力していただきたいと思います。

それと、福祉保健部は全体的な予算は約800億

ですよね。今度の補正で6,600万円というのは、

経済・雇用緊急対策で長寿介護課と衛生管理課

だけですが、ほかの課は、経済・雇用緊急対策

の補正の要求は、要求したけれども認められな

かったのか、最初から予算要求しなかったの

か、このあたりはどうなんですか。私は、もう

ちょっと福祉保健部で補正があってよかったん

じゃないかという気がしてならんとですが、今

度補正して全体的には約800億という予算がある

んだけど、補正額としてはもうちょっと福祉保

健部も頑張ったなというようなものがあってよ

かったんじゃないかという気がするんですが、

そのあたり部長はどうですか。

我々も経済対策、特に年○宮本福祉保健部長

末、非常に厳しい情勢が予想されましたので、

福祉保健部としてできる事業はないかというこ

とで検討をしたんですけれども、対策の期間が

限られているというようなこともありまして、

実際に要求をしたのはこの２項目であります。

ちょっと知恵が足りなかったのかもしれません

けれども、要求できる項目としてはこれぐらい

かなということで要求をしたところでありま

す。

遠慮されたというのは部長の人徳○緒嶋委員

かなという気もしますが、やはり福祉保健とい

うのは、国民生活の中ではだれが考えても、今

後充実し、また、経費も必要になるというのは

わかっておるわけですので、結果は認められな

かったけど、姿勢としては要求するべきだった

と。来年度予算の査定もなされておるから、恐

らくその兼ね合いもあってだろうと考えるわけ

で、21年度の予算が充実してくればいいのかな

という気持ちもありますけど、前向きの姿勢と

いうのがあっていいのかなと。財政当局から見

れば要求がないほうが楽でいいわけですが、福

祉保健というのはだれが考えても充実していか

ないといかん分野ですので、今後は頑張ってい

ただきたいということを要望しておきます。

残留農薬の機器の更新関係でお尋○髙橋委員

ねしますが、前倒しの更新ですから立派な景気

対策だと思うんです。問題は、特殊な機械です

ので、すべて県内で調達できるものかどうかお

尋ねします。

この機器につきまして○宮脇福祉保健部次長

は、それぞれ特殊な機器でございまして、製造

業者はそれぞれについて３社ないし４社しかご

ざいません。その中で県内に代理店を持ってい

るとなりますと２社程度でございます。ただ、

競争性を確保するということがございますの

で、県内に代理店があるかどうかということは

限定しないで、一般競争入札で対応するという

ことを考えております。

私も、公平性、平等性、そして競○髙橋委員

争性、そこのところはしっかり担保しないとい
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けないと思うんですが、悩ましい問題ですよ

ね。せっかく宮崎県のお金で購入するもので

す。できれば宮崎県内でお金を回したいという

のがあるものですから。宮崎県の業者に落ちる

ように祈るしかないですね。

直接的な経済対策とい○宮脇福祉保健部次長

う意味では県内に金が落ちてほしいというのは

ありますけれども、そうなりますと、先ほど申

しましたように競争性が確保できないというこ

とから、一般競争ということでお願いしたいと

思います。

今のことだけど、総合評価方式で○緒嶋委員

物品購入もできんかと思うんです｡代理店があれ

ば、総合評価でカウントして、そこに格差をつ

ける。今言われたように公平性を保つというこ

とは悪いことではないけど、それだったら代理

店があるところは何もメリットはないわけで

す。代理店があることによって、総合評価の中

で物品購入のカウントはできんのかなと。これ

は一つの課題として考えていかにゃ、代理店の

人は宮崎県で雇っておるわけだから。代理店も

ない、東京の本社が皆取ってしまえば、宮崎県

の経済浮揚には何もならんわけです。そこ辺を

含めて新たな課題としてやっていかなければ。

建設業だけが総合評価ではなくて、物品購入な

んかも含めて総合評価の仕組みを考えていかな

ければ、みんなが納得せん時代が来るだろうと

思うんです。何が宮崎県のためになるのか、そ

ういうことを考えた場合は、物品購入も総合評

価方式でできんのかどうかということも含めて

検討していくように、幹部会等で要請していか

にゃいかんのじゃないかという気持ちを持って

おりますので、部としても今後の研究課題にし

てもらいたい。

同じく物品購入のことです。２○徳重委員

番、３番それぞれ更新ということですが、何年

更新になっているんですか。

２番目のＧＣ／ＭＳに○宮脇福祉保健部次長

つきましては、平成７年度に導入したものを更

新することとしております。それからＨＰＬＣ

につきましては、平成元年度に導入されたもの

を更新するということでございます。

これは、今回補正がなかったらこ○徳重委員

のまま１年間通したわけですね。前のは全く使

わないということで理解していいんですか。

機器は、一般的には10○宮脇福祉保健部次長

年程度で老朽化すると言われております。中身

としては２つございまして、使用を続けること

によって精度が劣化してくるというのが１つ。

それと、機器について、日進月歩というか時代

を見据えて改良がされていきますので、そうい

う意味で旧式化してしまうということでござい

ます。本当は10年くらいで更新するのが望まし

いわけですが、そこを相当無理して使ってきて

おったということでございます。今後は、更新

でございますので、入れかえて新しい機械を使

わせてもらうということでございます。

介護について、直接この事業とは○横田委員

関係ないかもしれませんが、関連ということで

教えていただきたいんですけど、今度３％アッ

プすると聞いているんですが、東京など大都会

は上がるけど、宮崎とか下がるというふうに聞

いたんですけど、実際そのようになるんでしょ

うか。

３％の配分について、今○大重長寿介護課長

案が出てきておりますけれども、それを見まし

たときに下がるということはございません。た

だ、有資格者を置いている場合に加算をします

よといったような形で、すべての施設に同じよ

うにあげるということではないようです。です
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から、下がるところはございませんけれども、

全部が一律に３％上がるのかとなりますと、そ

うではないという状況でございます。

それと、介護関係の専門学校とか○横田委員

が今度の春の募集をやめるところがあるという

ふうにも聞いたんですけど、そういう流れは現

実にあるんでしょうか。

専門学校は年々定員割れ○畝原福祉保健課長

をしてきておりまして、半分ぐらいになってい

るんじゃないかと思います。募集を停止すると

いう話までは聞いていないんですけれども、学

生が集まりにくくなっているという状況は聞い

ております。

そういう話をちょっと聞いたもの○横田委員

ですから、ただでさえ人員確保が厳しい状況に

なっているのに、大変だなというふうに思った

ものですからお聞きしました。ありがとうござ

いました。

残留農薬の機器の整備についてで○丸山委員

すが、緒嶋委員も言われましたとおり総合評価

ももちろんなんですが、今回はあくまで緊急雇

用対策ということが主眼だということであれ

ば、県内優先というのが１次的じゃないのかな

と。競争性も確かに必要であろうと思うんです

けれども、取り扱っている業者さんが２社しか

ないということであれば２社でも構わないとい

う形で、県内を優先するというのは無理な話な

んでしょうか。

これは結果としてでご○宮脇福祉保健部次長

ざいますけれども、予算の議決をいただきまし

たら予算執行手続に入りまして、できましたら

２月の上旬あたりにでも入札の公告を行って、

入札の現地説明会を実施するという流れになっ

ております。それで、現実に対応できるのは地

元業者さんを中心にといった形になろうとは

思っているところでございます。

今言われた話は、今使っている３○丸山委員

つの機器も、メンテナンスを含めて現地の県内

の企業さんがやっていらっしゃるから、県外は

ないだろうということで考えていると思ってい

いんでしょうか。

県内あるいは県外の近○宮脇福祉保健部次長

場といったところが現実的な対応をされること

になるだろうと考えております。

いずれにしましても、緒嶋委員が○丸山委員

言われたとおり、何らかのことをもう少し考え

ていただいて、各入札については県内を基本的

には優先という形も含めて、地域育成型とか県

土整備部等でも考えていらっしゃいますので、

ほかの物品に関しても多分そうだと思うんで

す。いろいろな機器があると思いますので、そ

の辺はもうちょっと考えていただきたいという

ふうに思っております。

もう一つ、基本的なことですけれども、今回

の補正予算のことに関して、繰り越しはだめだ

と財政課のほうが言われているということなん

でしょうか。例えば介護に関しても、この時期

を決めているけれども、人が集まらなかったと

きに、３月の15日から２週間なり６週間やると

かいうことがあった場合に、繰り越しというこ

とも考えられるんですが、そういうことはでき

ないと思ったほうがいいんでしょうか。

事業の構成としましては○大重長寿介護課長

３月29日の実習で完結するということで考えて

おります。ですから、定数が埋まりますように

いろいろな形でＰＲをしていきたいというふう

に考えております。

繰り越しはできない前提でこの日○丸山委員

程が決まっていると考えたほうがいいというこ

とですか。
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今回の特別対策は、21年○畝原福祉保健課長

３月までに措置すべき内容を緊急に対策したと

いうことになっておりまして、原則、今年度内

に対応できるものを予算措置するということに

なっておりますので、繰り越しということはあ

り得ないというふうに考えております。

そうなってきますと、２月になる○丸山委員

と大体わかると思いますので、２月議会では補

正もあり得ると思ってよろしいですか。

国のほうで今２次補正が○畝原福祉保健課長

審議されております。今、我々もその情報を

とっておるんですけれども、国の２次補正の成

立次第によっては、新たにまた補正ということ

をお願いすることも出てくるかもしれません

が、今のところ情報をとっている段階でござい

ます。

行政からすると年度末、年度末で○丸山委員

切るのが当たり前かもしれませんけれども、県

民からすると年度末とかは余り関係なくて、と

にかく緊急の雇用とか生活をどうにかしてほし

いという気持ちのあらわれがあるべきだという

気がするものですから、その辺を行政としてぽ

んぽんと年度末で区切る。すべての事業が今回

のそういう補正だと思っているんですけれど

も、何か冷たさも感じるものですから、今後、

本当に県民が安心して暮らせるためには、年度

末という行政的な用語にこだわらず、継続性を

持たれるような形で議論をしていただければあ

りがたいと思っています。

それでは、質疑もかなり出そ○権藤委員長

ろったものということで、以上をもちまして、

福祉保健部を終了させていただきます。

執行部の皆様には、大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時36分休憩

午前11時40分再開

委員会を再開いたします。○権藤委員長

まず、議案の採決を行います。

議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○権藤委員長

て、議案第１号については原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目について、特に御要望等が

ありましたらお出しいただきたいと思います。

今、丸山委員から指摘されたんだ○徳重委員

けれども、予算支出が29日となっています

ね。29日は日曜なんです。そうしたら28日とい

うことになりますよね。この日程ではお金が

残ってしまうということに……。

土日は入らないというような言い方をされた

のかな。介護施設の場合は土日でもやっている

わけだから、雇いについては問題ないわけか。

平日５日という話をされたか○権藤委員長

ら。

平日５日でしょう。日曜だからで○徳重委員

すね、入らなかった場合は、日にちが限定され

ているから、それはどうなるのかなという気が

したものですから、残ってしまうんじゃないか

ということですよね。そこ辺の確認をしていた

だいて認めるということにしていただきたい。

予定としては、28日までと言う○権藤委員長

べきだったということですか。

その範囲内でやると。○徳重委員

正副委員長に一任をいたします○丸山委員

が、休憩をしてもらっていいですか。
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休憩の要求がありましたので、○権藤委員長

休憩いたします。

午前11時43分休憩

午前11時46分再開

再開いたします。○権藤委員長

委員長報告につきましては、御意見を踏まえ

まして、正副委員長に御一任いただくことで御

異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのようにいたします。○権藤委員長

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようでございますので、以○権藤委員長

上で委員会を終了いたします。

皆様には大変御苦労さまでした。

午前11時47分閉会




